
平成２９年度第２回県政参画電子アンケート 

「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」改定案 

に関するアンケート 

 

 １ 調査概要 

  ○テーマ    「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針の改定」に関するアンケート 

  ○実施期間  平成２９年６月１６日（金） ～ ６月２６日（月） 

  ○対象     県政参画電子アンケート会員 

  ○回答数    ７６５名（８０．７％） 

 

 ２ アンケート目的 
 この方針は、いじめ防止対策推進法に基づいて、鳥取県内において、いじめの未然防止・早期発見・適切 

な対処のために、学校・家庭・地域をあげて取り組む理念や内容について示したものです。このたび国の基 

本的な方針が改定されることに合わせて、県方針の見直し（改定）を行っています。この方針は今後、小学 

校・中学校・高等学校・特別支援学校に配布されるとともに、各学校における学校いじめ防止基本方針の見 

直しや日々の学校生活の中においても生かされる基本的な考え方となります。 

   この改定案のポイントとなる次の事項等について、県政参画電子アンケート会員の皆様の意見をお伺いし 

ました。 

 

 

【問１】次の区分にあたる子ども（未成年の子）さんが居る方は、 

該当の項目全てにチェックしてください。  

１ 小学校低学年   88 人 11.5% 
 

２ 小学校中学年   63 人 8.2% 
 

３ 小学校高学年   74 人 9.7% 
 

４ 中学生   84 人 11% 
 

５ 高校生   71 人 9.3% 
  

 

【問２】小中高の子どもさんが居られる方にお尋ねします。（回答数２８７名）  

「学校いじめ防止基本方針」をご覧になったことがありますか。 

  
※各項目の率は全体（７６５名）に対する率 

１ 関心を持って

読んだことがある 
  18 人 2.4% 

 

２ 確認のため

読んだことがある 
  34 人 4.4% 

 

３ 掲載（公開）されているこ

とは知っているが、

読んだことはない 

  40 人 5.2% 
 

４ 掲載（公開）されているこ

とを知らなかった 
  195 人 25.5% 

 

 

  

  



【問３】学校が積極的にいじめを認知するにはどういう体制や方法が必要だと思いますか。 

（３つまで選択可）  
１ いじめの定義を理解す

るための教職員研修を

すること 

  312 人 40.8% 
 

２ 児童生徒がいじめに対

する理解を深めること 
  461 人 60.3% 

 

３ 保護者が相談しやすい

関係を築くこと 
  364 人 47.6% 

 

４ 定期的に児童生徒にア

ンケートを実施

すること 

  292 人 38.2% 
 

５ 定期的に教育相談を

行うこと 
  182 人 23.8% 

 

６ 教職員がいじめを抱え

込まずに組織による認知

が機動的に行えること 

  447 人 58.4% 
 

７ 無回答   1 人 0.1% 
  

 

【問４】各学校の「学校いじめ防止基本方針」の見直しをする際に、 

学校外とどのような連携が必要だと思いますか。（一つ選択）  
１ 保護者や地域住民の意

見を取り入れること 
  174 人 22.7% 

 

２ 関係機関の意見を

取り入れること 
  79 人 10.3% 

 

３ 児童生徒の意見が

反映されること 
  323 人 42.2% 

 

４ ＰＴＡ研修会等で学校が

説明し、理解を深めること 
  87 人 11.4% 

 

５ ホームページなどで公

開し、広く保護者や地域

住民に周知すること 

  61 人 8% 
 

６ 分からない   37 人 4.8% 
 

７ 無回答   4 人 0.5% 
  

 

  



【問５】各学校において、「いじめの防止等の対策のための組織」を設置する際に、どんなことが特

に大切だと思いますか。（一つ選択）  
１ いじめにつながる行為・

行動、トラブル等の情報が、

一部の教職員にとどまらない

ような組織に

すること 

  345 人 45.1% 
 

２ いじめかそうでないかをで

きるだけ早く判断するよう少

人数で組織する

こと 

  50 人 6.5% 
 

３ いじめかそうでないかの

判断の前に、気になる情報を

いち早く集め、管理職に報告

する組織になること 

  175 人 22.9% 
 

４ 心理や福祉等に関する専

門的な知識を有する関係者

を入れて組織すること 

  166 人 21.7% 
 

５ 分からない   25 人 3.3% 
 

６ 無回答   4 人 0.5% 
  

 

【問６】いじめの未然防止について、学校や教育委員会として、どんなことを 

特に優先すべきと考えますか（３つまで選択可）  
１ 児童生徒が自主的にいじ

め防止の活動を

行うこと 

  236 人 30.8% 
 

２ 心を育てる道徳教育や体

験活動に力を

注ぐこと 

  288 人 37.6% 
 

３ 教職員の資質を

向上すること 
  300 人 39.2% 

 

４ インターネット等を通じて

行われるいじめに

対応すること 

  168 人 22% 
 

５ いじめ問題に関する広報

や啓発活動を行うこと 
  87 人 11.4% 

 

６ スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカー

を学校内で積極的に活用す

ること 

  266 人 34.8% 
 

７ 幼児期においても、相手

を尊重するなどのいじめの

未然の防止に係る取り組み

を進めること 

  244 人 31.9% 
 

８ 保護者が児童生徒のささ

いな変化に気づき、積極的

に学校や関係機関と連携が

取れる体制をつくること 

  339 人 44.3% 
 



９ いじめの背景にあるスト

レスや不安等の要因を取り

除いたり軽減したりする学習

に取り組むこと 

  180 人 23.5% 
 

１０ 無回答   3 人 0.4% 
  

 

【問７】いじめを早期発見するために、学校でどんなことを特に優先すべきと考えますか。 

（３つまで選択可） 
１ 児童生徒に「記名式アン

ケート」を行うこと 
  93 人 12.2% 

 

２ 児童生徒に「無記名式ア

ンケート」を行うこと 
  491 人 64.2% 

 

３ 担任が休憩時間に子ども

と関わる余裕を持つこと 
  414 人 54.1% 

 

４ 小さなトラブルであっても

その日のうちに管理職まで

報告が届くこと 

  388 人 50.7% 
 

５ 定期的に時間をとって教

育相談を行うこと 
  307 人 40.1% 

 

６ いじめの定義を理解する

ための教職員研修を実施す

ること 

  235 人 30.7% 
 

７ 無回答   10 人 1.3% 
  

 

【問８】いじめの事案対処の際には、どんなことを優先すべきだと考えますか。 

（３つまで選択可）  
１ 外部専門家（スクールカ

ウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカー、弁護士等）と

連携すること 

  352 人 46% 
 

２ 外部の相談窓口（開設さ

れているいじめ相談窓口等）

と連携すること 

  176 人 23% 
 

３ 他の業務に優先して組織

的な対応を行うこと 
  175 人 22.9% 

 

４ 情報を適切に記録するこ

と 
  239 人 31.2% 

 

５ いじめを受けた児童生徒

とその保護者に対する支援

をすること 

  403 人 52.7% 
 

６ いじめを行った児童生徒

への指導とその保護者への

助言を行うこと 

  334 人 43.7% 
 

７ いじめが起きた集団へ働

きかけること 
  119 人 15.6% 

 

８ 重大な被害が生じるおそ

れがあるときに、警察と連携

すること 

  204 人 26.7% 
 



９ 保護者からの申し立てへ

対応すること 
  98 人 12.8% 

 

１０ 無回答   4 人 0.5% 
  

【問９】いじめの重大事態（いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑

いがある場合）への対処の際にはどんなこことを特に優先すべきと考えますか。  

（一つ選択） 
１ いじめの原因や背景を明

らかにすること 
  208 人 27.2% 

 

２ いじめを受けた児童生

徒・保護者に適切なケアを行

うこと 

  321 人 42% 
 

３ いじめを行った児童生徒・

保護者に適切な指導や助言

を行うこと 

  121 人 15.8% 
 

４ 個人情報の取り扱いには

十分配慮すること 
  37 人 4.8% 

 

５ 再発防止策の検討を行う

こと 
  54 人 7.1% 

 

６ 分からない   22 人 2.9% 
 

７ 無回答   2 人 0.3% 
  

 

 

○性別  

１ 男性   325 人 42.5% 
 

２ 女性   440 人 57.5% 
  

 

○年代  

１ １０歳代   28 人 3.7% 
 

２ ２０歳代   65 人 8.5% 
 

３ ３０歳代   153 人 20% 
 

４ ４０歳代   222 人 29% 
 

５ ５０歳代   155 人 20.3% 
 

６ ６０歳代   97 人 12.7% 
 

７ ７０歳代以上   45 人 5.9% 
  

 

  



○市町村  

１ 鳥取市   333 人 43.5% 
 

２ 米子市   207 人 27.1% 
 

３ 倉吉市   50 人 6.5% 
 

４ 境港市   35 人 4.6% 
 

５ 岩美町   4 人 0.5% 
 

６ 若桜町   2 人 0.3% 
 

７ 智頭町   3 人 0.4% 
 

８ 八頭町   19 人 2.5% 
 

９ 三朝町   5 人 0.7% 
 

１０ 湯梨浜町   23 人 3% 
 

１１ 琴浦町   17 人 2.2% 
 

１２ 北栄町   10 人 1.3% 
 

１３ 日吉津村   6 人 0.8% 
 

１４ 大山町   17 人 2.2% 
 

１５ 南部町   10 人 1.3% 
 

１６ 伯耆町   9 人 1.2% 
 

１７ 日南町   5 人 0.7% 
 

１８ 日野町   3 人 0.4% 
 

１９ 江府町   2 人 0.3% 
 

２０ 県外   5 人 0.7% 
  

 

○地区  

１ 東部地区   342 人 44.7% 
 

２ 中部地区   105 人 13.7% 
 

３ 西部地区   313 人 40.9% 
 

４ 県外   5 人 0.7% 
  

 

 


